
小売業における高年齢労働者の
労働災害防止講習会

小売業における高年齢労働者の
労働災害防止講習会

大曲労働基準監督署



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

H4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5 6

死
傷
者

死
亡
者

死亡者（人） 死傷者（人） ※新型コロナウイルス除く

1,889

9

秋田県における労働災害発生状況の推移
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※新型コロナウイルス除く

商業 204人

（小売業 168人）

製造業

191人

建設業

177人保健衛生業

161人

運輸交通業

93人

接客娯楽業 62人

林業 31人

その他

258人

令和６年労働災害発生状況（秋田労働局全体）令和６年労働災害発生状況（秋田労働局全体）

転倒 318人

（小売業 85人）

墜落・転落

197人

動作の反動・無理な動作

130人

はさまれ・巻き込まれ

98人

切れ・こすれ

79人

激突され

59人

業種別災害発生状況 事故の型別災害発生状況

商業で最も多く発生している



※新型コロナウイルス除く

商業 29人
（小売業２４人）

製造業
20人

建設業
24人保健衛生業

22人

運輸交通業

6人

接客娯楽業

9人

林業 5人

その他
27人

商業で最も多く発生しており、小売業がほとんどを占める

令和６年労働災害発生状況（大曲署）令和６年労働災害発生状況（大曲署）

転倒 50人
（小売業 １８人）

墜落・転落
25人

動作の反動・無理な動作
17人

はさまれ・巻き込まれ
9人

切れ・こすれ
7人

激突され
10人

事故の型別災害発生状況業種別災害発生状況（142件）



転倒, 85人,
50.6%

墜落・転落, 21人,
12.5%

動作の反動等, 18人

切れ・こすれ, 12人

激突, 6人

はさまれ・巻き込まれ, 6人

激突され, 5人
その他, 15人

令和６年
168人

令和６年小売業における労働災害発生状況令和６年小売業における労働災害発生状況

令和６年
24人

秋田労働局全体

大曲署

転倒, 18人

動作の反動等, 2人

飛来・落下, 2人

切れ・こすれ, 1人

墜落・転落, 1人

転倒災害や動作の反動等による腰痛などの、
労働者の作業行動を起因とする災害を「行動
災害」といいます。



令和６年小売業における労働災害発生状況令和６年小売業における労働災害発生状況

秋田労働局全体
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男女別・年代別転倒災害発生状況

男 女

屋外, 153人, 
48%

屋内, 165人, 
52%

屋内・屋外別転倒災害発生状況

男, 114

人, 36%

女, 204

人, 64%

男女別転倒災害発生状況

男 女



• 転倒災害は、災害の中で最も多い事故の型とな
ります。災害全体の4分の1を占めており、ケガを
すると、重篤な状態になりやすく、全体の平均休
業日数より多く、平均1か月強の休業を強いられま
す。また、高年齢労働者の被災率も高くなります。
始業前の体操等で筋力アップを図りましょう。

「見える化」の実施

• 注意表示の掲示、注意喚起のテープを
貼る、段差を解消してスロープを設置、
手すりの設置、凍結箇所へのカラーコー
ンの設置など対応可能な場所から「見え
る化」を取り組みましょう。

転倒防止のポイント

4Ｓの実施
• 整理整頓を実施して、通路や
作業エリアに道具や不要物を
置かないようにしましょう。

転倒しにくい作業方法
• 足元の見えにくい状態で作業
しない。

• 時間に余裕を持って行動する。

運動プログラムの導入等
• 労働者の身体機能の低下を抑
制し、転倒災害を予防しま
しょう。
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転倒によって骨折し、長期の療養を
要したために企業が経済的に大きな損
失を受けることも少なくありません。
県内には転倒災害の防止や腰痛予防に
熱心に取り組んだり、 創意工夫した
りして災害の減少につなげている企業
が多くありますので、そうした取組事
例をとりまとめたものです。
企業が取り組むに至ったきっかけや、
取組を継続するため に工夫している
ことなども盛り込まれています。
同様の事例集はたくさん出ています
が、「秋田の企業が やっていると」
や「秋田でもできること」を掲載して
いますので、内容をより身近に感じて
取り入れやすくなっているのではない
かと思います。



危険箇所マップは従業員へ広
く周知を図れるだけでなく、新
入社員等への安全教育にも活用
できます。
耐滑作業靴や吸油マットは購
入に費用が掛かるものの、水や
油が飛散する ことが多い調理場
では転倒防止に効果的です。
マップの作成に当たっては従
業員からヒヤリハット事例を集
めるなど、労使一体となって取
り組みましょう。



転倒や腰痛等の労働災害を撲
滅するため、安全衛生委員会等
において、今 何をどのように取
り組むべきか十分に検討してい
る例です。
使用者側から一方的に取り組

みを強要するのではなく、従業
員に対して、予防対策の必要性
を十分に理解させたうえで取り
組むことで、より効果的に予防
対策が推進できるよう努めてい
ます。



冬期間は自宅から駐車場、駐車
場から会社の玄関までの移動中の
転倒も非常に多くなります。
冬期間は通勤時間の朝・夕方は

暗くて足元が見えずらいので、適
度な明るさを保つことは有効です。
また、冬期間は転ばないように

と自然と体に力が入るものです。
滑り止めを靴に取り付けることは
転倒だけでなく、腰痛などにも有
効です。



１Ｓ 整理
必要な物と不要な物に分けて、不要な物を処分する
□ すぐに使う物、使う予定がある物、使う予定がない物を考えている
□ 物の要不要を判断する責任者を決めている
□ 使用しない物は廃棄を検討している

２Ｓ 整頓
必要な時に必要な物をすぐに取り出せるように配置する
□ 日常で使用する物は、取り出しやすく、元の位置に戻しやすい状態にある
□ 決められた量を超えて物を置いていない
□ 作業場所、通路、出入口など人の動きが多い場所に荷物を放置していない
□ 通路などに物がはみ出したり、頭上に障害物があったりしない

３Ｓ 清掃
身の回りをきれいにしてゴミや汚れを取り除く
□ 作業場所や通路の床が濡れていたり、汚れていたりしていない
□ 使っている機械や道具は汚れたり、壊れたりしていない

４Ｓ 清潔
整理、整頓、清掃を繰り返し、快適な状態を維持する
□ 従業員全員が４Ｓ活動に参加している
□ 管理者などが取組状況を確認している 12



転倒災害防止のポイント
□ 作業や移動に適した履物を使用している
□ 通路や階段は足元が見える明るさが確保している
□ ストレッチや転倒防止のための運動を取り入れている
□ 転倒を防止するための研修や教育をしている

腰痛防止のポイント
□ 腰痛予防体操（ストレッチ）を取り入れている
□ 無理な作業姿勢、動作を減らすことを検討している
□ 寒い場所での作業時に、体を温めてから作業している
□ 重量物の取り扱い、不自然な作業姿勢を伴う作業について、機械による自動

化や省力化を検討している

高年齢労働者の災害防止に取り組みましょう
□ 健康診断や体力チェックで、労使双方で高年齢労働者の健康や体力などを把

握している
□ 職場で気付いた労働安全衛生に関するリスクや働く上で負担に感じているこ

と、自身の不調等を相談できる相談窓口を設置したり、孤立することなく
チームに溶け込んで何でも話せる風通しの良い職場風土づくりをしている

□ 高年齢労働者の特性を考慮した作業手順を考えている
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「令和７年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されています」
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に
対処することにより、熱中症の重篤化を防ぐため、「体制整備」、「手順作成」、
「関係者への周知」が事業者に義務付けられています。

義務化の対象となるのは、
「WBGT２８度以上」又は「気温３１度以上」の環境下で、
「連続１時間以上又は１日４時間を超えて実施」が見込まれる作業
※作業強度や着衣の状況等によっては上記の作業に該当しない場合であっても熱中症リスクが高まるた
め、対応を推奨します。

「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症
のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨
を報告するための
「体制整備」「関係作業者への周知」

義務１ 義務２

熱中症のおそれがある作業者を発見した場合に
迅速かつ的確な判断が可能となるよう
①緊急連絡網、緊急搬送先・所在地等
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等
重篤化を防ぐために必要な措置の「実施手順
の作成」「関係作業者への周知」

厚生労働省HP
「熱中症関連情報」➡ ※水分、塩分（塩飴、タブレット）の補給は

労働者任せではなく、事業者の責任で行っ
てください。 14



手順書例

作成した手順書は周知
しましょう

秋田労働局HP
↓

15



（https://neccyusho.mhlw.go.jp/）

https://neccyusho.mhlw.go.jp/

